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03 民生費
02 児童福祉費
04 子ども手当費

子育て支援課

作　成　者：上井　明彦（簡略番号 ）
平成22年度 001 一般会計
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子ども手当支給事業
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前 年 度
現計予算当初予算

歳出予算事業概要書

県支出金

13 230,9994 68共済費 国庫 01 01 02 003
7 482賃金 子ども手当負担金

13 1,6409 3旅費 国庫 03 02 02 001
11 432需用費 子ども手当事務委託金

14 33,99912 655役務費 都道 01 02 03 003
20 299,000扶助費 子ども手当負担金
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一般財源

財源 細節款 項 目 節
本年度の財源内訳節

金額 金 額区分
１．事業の概要と必要性

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果

実施計画計上額

目 的 別
性質 別

６．財源の説明

定義：子どもとは、十五歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
支給額：子ども一人につき13,000円（H22年度）

次世代の社会を担う子ども１人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から

事業主が費用を負担する。
子ども手当の一部として、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、国、地方

子どもの成長及び発達に資することを目的とする。
目的：子どもの養育している者に子ども手当を支給することにより、次代の社会を担う

13,000円×2,300人×10ヶ月（4月～1月）
対象児童数　2,300人（H22年度　見込み）
　国の交付金等の措置がある。
・子ども手当の実施にあたって市区町村の負担が実質的に増大しないよう、
・支給事務の主体は市区町村（公務員については所属庁）
・支払月は6月,10月,2月。
・所得税制限は設けない。
中学校終了までの児童を対象に一人につき月額13,000円を支給する。

子ども手当法

扶助費は、児童手当部分以外について、国が全額負担。
児童手当部分は、国、地方、事業主が費用負担する。

特例給付　国10/10　130,000円
負担総額　国6,333,333円　県　3,333,333円　町　3,333,333円
非被用者（国民年金に加入している方）国19/39　県10/39　町10/39
負担総額　国33,000,000円　県　3,000,000円　町　3,000,000円

3歳未満児童　
被用者（厚生年金に加入している方）　国11/13　県1/13　町1/13

3歳以上小学校修了前の児童
第1子,第2子　国29/39　県5/39　町5/39
負担総額　国102,833,333円　県23,333,333円　町23,333,333円
第3子以降　国19/39　県10/39　町10/39
負担総額　国18,633,333円　県4,333,332円　町4,333,332円
中学生　　国10/10　70,070,000円
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